
お申込み ・ お問合わせ 津山商工会議所 津山中小企業相談所 

      〒708-8516 津山市山下 30-9 

       TEL 0868-22-3141 ＦＡＸ ０８６８－２３－５３５６ 

 事業用資金のご相談はお早めに！ 

ママルル経経融融資資制制度度 
—小規模事業者経営改善資金融資制度－ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

融資対象 

①常時使用する従業員数が､５人以下の商業・サービス業(宿泊業､娯楽業を除く) 

２０名以下の製造業・建設業・その他 

②津山商工会議所管轄区域内で 1年以上事業を営んでおり、所得の申告をしていること 

③原則として６カ月以前から商工会議所の経営支援を受けており、経理内容が明らかであ

ること 

④所得税・法人税・事業税・県市民税（均等割を含む）等、納期限の到来している税金

を完納していること 

⑤商工業者であり、日本政策金融公庫国民生活事業の非対象業種でないこと 

 

融資内容 

①融資限度額  ２，０００万円 以内 （１,５００万円以上の場合､事業計画書が必要） 

②融 資 利 息  年利 １．１３％ （令和４年１０月３日現在） 

③返 済 期 間   ●運転資金  ７年以内 ●設備資金 １０年以内 

④据 置 期 間   ●運転資金  １年以内 ●設備資金   ２年以内 

 

■お申し込み時にご用意いただくもの ■利用例 

⑴ 決算書控・申告書控 （いずれも２期分）、営業確認書類 
運転資金 

・ 商品の仕入 

（在庫の補充、新製品購入等） 

・ 資金繰り 

（買掛金決済、手形決済、賞与支払、 

その他経費の支払等） 

 

設備資金 

・店舗・工場等建築 

（老朽化した店舗・工場等の増改築） 

・ 機械、車両、什器等の購入 

⑵ 最近時の試算表 （決算後６ヶ月を経過している場合） 

⑶ 納税額を証明できる書類（所得・法人税、事業税、県市民税）※領

収印のある納付書、振替口座のコピーなど 

⑷ 法人登記簿謄本履歴事項全部証明書 （初回申込の場合） 

⑸ 法人または代表者及び個人事業主の方が不動産を所有して 

いる場合は、土地・建物の全部証明書 （初回申込の場合） 

⑹ 見積書、建物設計図 （設備資金の場合） 

⑺ 借入推薦依頼書 （当所備付） 

※その他必要に応じ、上記以外の書類の提示をお願いすることがあります 

 

 

 

 

【マル経融資制度の特徴】 

融資限度額２,０００万円  
融資利息１.１３％ 

 無担保   無保証人   低金利   手数料不要･             

マル経融資は、事業用資金を必要とする小規模事業者を対象に、商工会議所が推薦し 

日本政策金融公庫が融資を行う国の制度です。 

※利率は金融情勢により変わることがあります。 



 

新型コロナウイルスの影響で、業況が悪化 
している事業者を対象とした融資制度です 

新新型型ココロロナナウウイイルルスス対対策策  
ママルル経経融融資資制制度度 

 

 

 

 
 

          無担保 無保証人 低金利 手数料不要 契約印紙不要 

 

  

融資対象 

通常のマル経融資（裏面）の融資対象①～⑤と同様 

           ＋ 

◎新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１ヵ月等の売上高又は過去６ヵ月

（最近１ヵ月を含む。）の平均売上高が前４年のいずれかの年の同期と比較して５％

以上減少している小規模事業者 

 

融資内容 ①融資限度額  １,０００ 万円 以内 （通常のマル経融資と別枠） 
 

②融 資 利 息  年利 当初３年間 ０.２３ ％ ※３年後から基準金利１．１３％ 

（令和４年１０月３日現在） 

③返 済 期 間   ●運転資金 １０年以内 ●設備資金 １０年以内 
 

④据 置 期 間   ●運転資金  ３年以内  ●設備資金   ４年以内 （応相談） 

 

        ※利子補給制度（個人事業主 5％以上、法人 15％以上の売上減少要件該当者に対して利子分を給付）は、 

９月３０日をもって終了しました。 
 

＜マル経融資制度 ご融資までの流れ＞ 

１．ご相談・申し込み  

➡２．経営指導員によるヒアリング・推薦書作成 

➡３．マル経審査会による審査（原則月２回開催） 

➡４．審査結果により日本政策金融公庫に推薦  

➡５．日本政策金融公庫による審査(代表者への面談なし) 

➡６．決定のお知らせ・借用証書を申込者に郵送 

➡７．日本政策公庫へ借用証書を作成し返送 

➡８．指定口座に入金 
※一連の流れで約２～３週間かかりますので、資金需要までに 

余裕をもって早めにご相談ください。 
 

津山商工会議所では、マル経融資の他、創業・その他の融資についても随時、ご相談に

応じています。まずはお気軽にお問合せ下さい。 ＴＥＬ：０８６８－２２－３１４１ 

新型コロナウイルスの影響で、売上が減少している小規模事業者を対象とした 

通常のマル経融資とは別枠で、融資が受けられる制度です。 

既存のマル経融資の借り換えにも対応できます。    【Ｒ５年３月３１日まで延長】 

■お申し込み時にご用意いただくもの 

通常のマル経融資(裏面)⑴～⑺と同様 

        ＋ 

新型コロナウイルス感染症の影響による 

売上減少の申告書（当所備付） 
※最近１ヶ月の売上高、又は過去６ヵ月の平均 

売上高が５%以上減少していることが過年度と

比較して確認できる書類を提示ください。 

（売上台帳、試算表等） 


